
◆4◆広報おびひろ平成28年５月号

５月３日（火）憲法記念日、４日（水）みどりの日、５日（木）こどもの日は通常通りごみを収集します　各曜日の収集地区の人は、午前９時までに
分別ルールに基づいて、決められたごみステーションに出してください。問清掃事業課（西24北４、☎37・2311）

表１  均等割の軽減内容

図２  保険料率の見直し内容

表２  単身世帯（世帯主）の場合

注：色付きの年金収入の欄は、軽減拡大の対象です

注：65歳以上の公的年金所得分は、さらに15万円を限度に差し引いた額で判定します

表３  夫婦２人世帯（共に被保険者）で、妻の年金収入が80万円以下の場合

注：色付きの年金収入の欄は、軽減拡大の対象です

夫の
年金収入 続柄 均等割軽減 所得割軽減 平成28年度

年間保険料 前年度比

80万円
夫 ９割 所得割なし 4900円 200円⇩
妻 ９割 所得割なし 4900円 200円⇩

153万円
夫 8.5割 所得割なし 7400円 300円⇩
妻 8.5割 所得割なし 7400円 300円⇩

168万円
夫 8.5割 ５割 1万5300円 300円⇩
妻 8.5割 所得割なし 7400円 300円⇩

211万円
夫 ５割 ５割 5万5300円 900円⇩
妻 ５割 所得割なし 2万4900円 800円⇩

220万円
夫 ５割 軽減なし 9万5300円 900円⇩
妻 ５割 所得割なし 2万4900円 800円⇩

221万円
夫 ５割 軽減なし 9万6300円 1万6400円⇩
妻 ５割 所得割なし 2万4900円 1万6200円⇩

262万円
夫 ２割 軽減なし 15万4400円 1400円⇩
妻 ２割 所得割なし 3万9800円 1300円⇩

264万円
夫 ２割 軽減なし 15万6500円 1万1700円⇩
妻 ２割 所得割なし 3万9800円 1万1600円⇩

図１  保険料の計算方法（平成28年度）
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２
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３
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２
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図３  均等割の軽減対象になる所得額の範囲拡大

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の
均等割額

 33万円かつ被保険者全員が所得０円
（年金収入80万円以下で、その他の所得がない） ９割 4980円

 33万円 ８.５割 7471円
 33万円＋26万5000円×被保険者数 ５割 2万4904円

 33万円＋48万円×被保険者数 ２割 3万9847円

均 等 割
（被保険者が同じ額を負担）

所 得 割
（被保険者の所得に応じて負担）

賦課限度額
（１年間の保険料の上限額）

４万９８０９円

１０．５１％

５７万円

（１６６３円㆘)

（０．０１ポイント㆘)

（増減なし)

５万１４７２円

１０．５２％

５７万円

軽減割合 平成27年度 平成28年度から

5割 33万円＋26万円
×被保険者数

33万円＋26万5000円
×被保険者数

2割 33万円＋47万円
×被保険者数

33万円＋48万円
×被保険者数

年金収入 均等割軽減 所得割軽減 平成28年度
年間保険料 前年度比

80万円 9割 所得割なし 4900円 200円⇩
153万円 8.5割 所得割なし 7400円 300円⇩
168万円 8.5割 5割 1万5300円 300円⇩
194万円 5割 5割 4万6400円 900円⇩

194.5万円 5割 5割 4万6700円 1万6300円⇩
211万円 2割 5割 7万300円 1300円⇩
215万円 2割 軽減なし 10万5000円 1400円⇩
216万円 2割 軽減なし 10万6000円 1万1700円⇩

平成26・27年度 平成28・29年度

+ ＝

均　等　割
【１人当たりの額】

４万９８０９円

所　得　割
平成27年中の
所得−33万円

×
１０.５１％

１年間の
保険料

（賦課限度額５７万円）
（100円未満切り捨て）

（ ）


